
検査したところ、次のとおり適切とは認められない事態が見受けられた。
長野労働局管内の 5監督署

（注 1）
は、平成 30年 5月から令和 4年 2月までの間に生じた業務上

の事由による事故により労働者が負傷するなどした事案 7件について、平成 30年 8月から
令和 4年 12月までの間に休業補償給付、障害補償年金等計 16,441,248円の給付を行ってい
た。そして、 5監督署は、これらの業務災害の原因となった事故について、事業主が保険関
係が成立した日から 1年を経過してもなお労災保険に係る保険関係の成立に係る届出を行っ
ていない期間中に生じた事故等であったことから、保険給付を行った後、同労働局へ通知書
を送付していた。
（注 1） 5監督署 松本、長野、上田、中野、大町各監督署

しかし、同労働局は、 5監督署から通知書が送付されているのに、進行管理表を用いて手
続の進捗状況を管理しておらず、費用徴収の必要性の有無の判断を行っていないなどしてい
た。このため、当該 7件の休業補償給付、障害補償年金等 16,441,248円に係る徴収金計
5,810,046円のうち、本来、事業主が重大な過失により労災保険に係る保険関係の成立に係
る届出を行っていない期間中に生じた事故等によるものとして費用徴収を行うべきであった
計 4,304,985円について、徴収決定等を行っておらず、徴収していなかった。そして、この
うちの 5件

（注 2）
、計 1,905,888円については、既に時効が成立しているため、徴収することがで

きない状況となっていた。
（注 2） 5件 徴収金の一部について時効が成立した事案 4件を含む。

このように、費用徴収を行うべき事案 7件の保険給付に係る徴収金計 4,304,985円につい
ては、徴収されておらず、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同労働局において、費用徴収を行うことの必要性につ
いての認識が欠けていたことなどによると認められる。
なお、時効が成立しているものを除いた徴収金については、本院の指摘により全て徴収決
定の処置が執られた。

（185） 介護給付費に係る国の負担が不当と認められるもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）厚生労働本省 （項）介護保険制度運営推進費
（項）生活保護等対策費

部 局 等 6県、13市、 1広域連合
国の負担の根拠 介護保険法（平成 9年法律第 123号）、健康保険法（大正 11年法律第 70

号）、国民健康保険法（昭和 33年法律第 192号）、生活保護法（昭和 25年

法律第 144号）、予算補助
実 施 主 体 市 71、特別区 5、町 22、村 1、広域連合 2、計 101実施主体
事 業 者 27事業者
過大に支払われ
た介護給付費に
係る介護サービ
スの種類

通所介護、介護福祉施設サービス等

過大に支払われ
た介護給付費の
件数

30,887件（平成 28年度～令和 4年度）
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過大に支払われ
た介護給付費の
額

142,999,549円（平成 28年度～令和 4年度）

不当と認める国
の負担額

36,923,677円（平成 28年度～令和 4年度）

1 介護給付の概要
⑴ 介護保険
介護保険は、介護保険法（平成 9年法律第 123号）に基づき、加齢に伴って生ずる心身の変
化に起因する疾病等により要介護状態又は要支援状態（以下「要介護状態等」という。）と
なった者に対して、必要な保健医療サービス及び福祉サービス（以下「介護サービス」とい
う。）に係る保険給付を行うものであり、市町村

（注 1）
（特別区を含む。以下同じ。）が保険者、市

町村の区域内に住所を有する 65歳以上の者等が被保険者となっている。
（注 1） 一部の市町村は、一部事務組合又は広域連合を設けて、介護保険に関する事務を処理し

ている。

⑵ 介護サービス
被保険者が介護保険法に基づき受ける介護サービスには、居宅サービス（介護予防サー

ビスを含む。以下同じ。）、施設サービス及び地域密着型サービス（地域密着型介護予防
サービスを含む。以下同じ。）並びに居宅の要介護状態となった者が利用する居宅サービス
等の種類等を定めた計画（以下「居宅サービス計画」という。）の作成等を行う居宅介護支援
等がある。また、居宅サービスには通所介護等が、施設サービスには介護福祉施設サービ
ス等がある。
そして、被保険者が介護サービスを受けようとする場合の手続は、次のとおりとなって
いる。
① 要介護状態等にあること及びその該当する要介護状態等の区分について、市町村の認
定を受ける（以下、市町村から要介護状態にあるものとして認定を受けた者を「要介護
者」といい、要支援状態にあるものとして認定を受けた者と合わせて「要介護者等」とい
う。）。
② 都道府県知事等の指定を受けた居宅介護支援事業者等が、居宅サービス計画等の介護
サービス計画を作成する。
③ 介護サービス計画に基づいて、都道府県知事等の指定等を受けた居宅サービス事業者
若しくは介護保険施設又は市町村長の指定を受けた地域密着型サービス事業者（以下、
これらと居宅介護支援事業者等を合わせて「事業者」という。）から介護サービスを受け
る。

⑶ 介護報酬の算定
事業者が介護サービスを提供して請求することができる報酬の額（以下「介護報酬」とい
う。）は、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」（平成 12年厚生省告示第

19号）、「指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準」（平成 12年厚生省告示

第 21号）等（以下「算定基準等」という。）に基づき、介護サービスの種類の別に定められた
単位数に単価（10円から 11.40円）を乗ずるなどして算定することとなっている。
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都道府県等は、介護保険法等に基づき、保険給付の適正化を図るために、事業者に対し
て、介護報酬の請求等に関する指導等を行っている。
⑷ 介護給付費
市町村は、介護保険法に基づき、要介護者等が居宅サービス、施設サービス等の提供を
受けたときは、原則として、介護報酬の 100分の 90に相当する額を、また、居宅介護支
援等の提供を受けたときは、介護報酬の全額をそれぞれ事業者に支払うこととなっている
（以下、市町村が支払う介護報酬の額を「介護給付費」という。）。
介護給付費の支払手続は、次のとおりとなっている（図参照）。
① 事業者は、要介護者等に対して提供した介護サービスの内容、金額等を記載した介護
給付費請求書等を、市町村から介護給付費に係る審査及び支払に関する事務の委託を受
けた国民健康保険団体連合会（以下「国保連合会」という。）に送付する。
② 国保連合会は、事業者から送付された介護給付費請求書等の審査点検を行い、介護給
付費を市町村に請求する。
③ 請求を受けた市町村は、金額等を確認した上で国保連合会を通じて事業者に介護給付
費を支払う。
図 介護給付費の支払の手続

市 町 村
(保険者)

要 介 護 者 等
(被保険者)

事 業 者 国 保 連 合 会

①認　定　の　申　請

②認 　 　 定

⑥介護給付費の請求

③
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

④
介
護
報
酬
（
利
用
者
負

　

担
分
（
注
）
）
の
請
求

⑤
介
護
報
酬
（
利
用
者
負

　

担
分
）
の
支
払

審
査
・
支
払
事
務
委
託

⑦
介
護
給
付
費
の
支
払

（注） 要介護者等は、居宅サービス等の提供を受けたときは、利用者負担分として、原則、介護
報酬の 100分の 10に相当する額を負担する。

⑸ 国の負担
介護給付費は、介護保険法に基づき、100分の 50を公費で、100分の 50を被保険者の
保険料でそれぞれ負担することとなっている。
そして、公費負担として、介護給付費のうち、施設等分

（注 2）
については国が 100分の 20、

都道府県が 100分の 17.5及び市町村が 100分の 12.5を負担し、施設等分以外の分につい
ては国が 100分の 25、都道府県及び市町村がそれぞれ 100分の 12.5を負担している。
また、国は、健康保険法（大正 11年法律第 70号）、国民健康保険法（昭和 33年法律第 192

号）等に基づき、社会保険診療報酬支払基金が介護保険の保険者に交付する介護給付費交
付金等の財源として医療保険者が同基金に納付する介護給付費・地域支援事業支援納付金
に要する費用の額の一部を負担している。
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（注 2） 施設等分 施設介護サービス費、指定施設サービス等に係る特定入所者介護サービス

費、特定施設入居者生活介護費、介護予防特定施設入居者生活介護費等

2 検査の結果
⑴ 検査の観点、着眼点、対象及び方法
本院は、合規性等の観点から、介護報酬の算定が適正に行われているかに着眼して、19

事業者に対する介護給付費の支払について 5道県及び 6市において会計実地検査を行うと
ともに、12事業者に対する介護給付費の支払について 2県、 8市及び 1広域連合から関
係資料の提出を受けるなどして検査した。そして、疑義のある事態が見受けられた場合に
は、更に県等に事態の詳細な報告を求めて、その報告内容を確認するなどの方法により検
査した。
⑵ 検査の結果
検査の結果、 6県、13市及び 1広域連合から指定を受けた 27事業者に対して 101市区

町村等が行った平成 28年度から令和 4年度までの間における介護給付費の支払が計
30,887件、計 142,999,549円過大となっていて、これに対する国の負担額 36,923,677円は
負担の必要がなかったものであり、不当と認められる。
これらの事態について、介護サービスの種類の別に示すと次のとおりである。
ア 通所介護
算定基準等によれば、通所介護については、次によるなどして、介護報酬を算定する
こととされている。
ア 前年度の 1月当たりの平均利用延べ人員数

（注 3）
が 750人以内の場合は通常規模型通所介

護費、750人超 900人以内の場合は大規模型通所介護費（Ⅰ）及び 900人超の場合は大
規模型通所介護費（Ⅱ）として、それぞれの事業所規模ごとの区分等に応じて、規模が
小さい事業所については規模が大きい事業所よりも高く定められた単位数等による。
（注 3） 平均利用延べ人員数 事業者が前年度に通所介護に係る介護報酬を算定した月

（ 3月を除く。）について、月ごとの利用延べ人員数の合計を月数で割ったもの

イ 事業所に、通所介護を行う時間帯を通じて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する
常勤の理学療法士、看護職員等を 1名以上配置していることなどの個別機能訓練加算
（Ⅰ）に係る基準に適合した上で要介護者に対して機能訓練を行っている場合は、 1日
につき 46単位を所定単位数に加算する。
しかし、16事業者は、次のとおり、介護報酬を算定していた。
ア 13事業者は、前年度の 1月当たりの平均利用延べ人員数が 750人超 900人以内と
なっていたのに、大規模型通所介護費（Ⅰ）の区分の単位数によることなく、通常規模
型通所介護費の区分の単位数により算定していた。また、 2事業者は、900人を超え
ていたのに、大規模型通所介護費（Ⅱ）の区分の単位数によることなく、大規模型通所
介護費（Ⅰ）の区分の単位数により算定していた。
イ 1事業者は、事業所に、通所介護を行う時間帯を通じて、専ら機能訓練指導員の職
務に従事する常勤の理学療法士、看護職員等を配置していなかったことなどから個別
機能訓練加算（Ⅰ）に係る基準に適合していなかったのに、 1日につき 46単位を所定
単位数に加算して介護報酬を算定していた。
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このため、18,109件の請求に対して 67市区町村等が支払った介護給付費が計
56,708,953円過大となっていて、これに対する国の負担額 15,965,665円は負担の必要が
なかった。
上記の事態について、事例を示すと次のとおりである。
〈事例〉

事業者 Aは、岐阜県に所在する事業所 aにおいて、同県から通所介護事業所の指定を受

けて、通所介護を提供している。

事業所 aは、平成 30年 4月から令和 4年 3月までの間に提供した通所介護に係る介護報

酬について、前年度（平成 29年度から令和 2年度）の 1月当たりの平均利用延べ人員数が

750人以内であるとして、通常規模型通所介護費の区分の単位数により算定していた。

しかし、事業所 aの前年度における 1月当たりの平均利用延べ人員数は、実際には、それ

ぞれ平成 29年度 768人、30年度 768人、令和元年度 761人、 2年度 750.9人となってい

た。したがって、平成 30年 4月から令和 4年 3月までの間に提供した通所介護に係る介護

報酬については、通常規模型通所介護費の区分の単位数によるのではなく、大規模型通所介

護費（Ⅰ）の区分の単位数により算定する必要があった。

このため、3,156件の請求に対して、 1町が支払った介護給付費が計 9,953,666円過大と

なっていて、これに対する国の負担額 2,776,260円は負担の必要がなかった。

イ 介護福祉施設サービス
算定基準等によれば、介護福祉施設サービスについては、次によるなどして、介護報
酬を算定することとされている。
ア 介護老人福祉施設において、常勤換算方法

（注 4）
による介護福祉士の数が、所定の数以上

であり、次のいずれかの要件に該当するなどの日常生活継続支援加算（Ⅰ）に係る基準
に適合している場合は 1日につき 36単位（施設やサービスの形態がユニット型介護老
人福祉施設

（注 5）
の場合は日常生活継続支援加算（Ⅱ）として 46単位）を所定単位数に加算す

る。
a 算定日の属する月の前 6月間又は前 12月間における新規入所者の総数（以下「新
規入所者の総数」という。）のうち、要介護状態区分が要介護 4又は要介護 5の者の
占める割合が 100分の 70以上

b 新規入所者の総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認
められることから介護を必要とする認知症である者の占める割合が 100分の 65以
上

かくたん

c 入所者のうち、口腔内の喀痰吸引等の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則（昭
和 62年厚生省令第 49号）第 1条各号に掲げる行為を必要とする者の占める割合が
100分の 15以上
（注 4） 常勤換算方法 職員それぞれの勤務延時間数の総数を当該施設において、常勤の

職員が勤務すべき時間数で除することにより常勤の職員の数に換算する方法

（注 5） ユニット型介護老人福祉施設 介護老人福祉施設において少数の居室及び当該居

室に近接して設けられる共同生活室により一体的に構成される場所（ユニット）

ごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる施設のことを

いう。
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イ 介護老人福祉施設において、専ら当該介護老人福祉施設の職務に従事する常勤の医
師を 1名以上配置していることなどの常勤医師配置加算に係る基準に適合している場
合は、 1日につき 25単位を所定単位数に加算する。
しかし、 4事業者は、次のとおり、介護報酬を算定していた。
ア 2事業者は、介護福祉士の数が、所定の数を満たしていなかったことから、日常生
活継続支援加算（Ⅰ）に係る基準に適合していなかったのに、 1日につき 36単位を所
定単位数に加算して介護報酬を算定していた。また、 1事業者は、新規入所者の総数
のうち、要介護状態区分が要介護 4又は要介護 5の者の占める割合が 100分の 70以
上であることなどの要件のいずれにも該当していなかったことから、日常生活継続支
援加算（Ⅱ）に係る基準に適合していなかったのに、 1日につき 46単位を所定単位数
に加算して介護報酬を算定していた。
イ 1事業者は、専ら当該介護老人福祉施設の職務に従事する常勤の医師を 1名以上配
置していなかったことから、常勤医師配置加算に係る基準に適合していなかったの
に、 1日につき 25単位を所定単位数に加算して介護報酬を算定していた。
このため、4,591件の請求に対して 22市町が支払った介護給付費が計 53,306,326円過
大となっていて、これに対する国の負担額 12,208,727円は負担の必要がなかった。
ウ その他の介護サービス
ア及びイの介護サービスのほか、地域密着型通所介護、認知症対応型共同生活介護、
介護保健施設サービス、通所リハビリテーション、小規模多機能型居宅介護、特定施設
入居者生活介護及び短期入所療養介護の 7介護サービスについて、 8事業者は、単位数
の算定を誤り、介護報酬を過大に算定していた。
このため、8,187件の請求に対して 28市町が支払った介護給付費が計 32,984,270円過
大となっていて、これに対する国の負担額 8,749,285円は負担の必要がなかった。
このような事態が生じていたのは、事業者において算定基準等を十分に理解していな
かったことにもよるが、101市区町村等及び国保連合会において介護給付費の請求に対す
る審査点検が十分でなかったこと、 6県、13市及び 1広域連合において事業者に対して
算定基準等の内容を十分に周知していないなど指導が十分でなかったことなどによると認
められる。
以上を県等別に示すと、次のとおりである。

県 等 名 実 施 主 体
（事 業 者 数）

年 度 過大に支払わ
れた介護給付
費の件数

過大に支払わ
れた介護給付
費

不当と認める
国の負担額

摘 要

件 千円 千円
青 森 県 11市町村⑵ 元、 2 2,100 7,547 2,038 ア、ウ
栃 木 県 15市町⑵ 元、 2 1,751 10,824 2,615 ア、ウ
宇 都 宮 市 5市区⑴ 元、 2 811 3,415 958 ア
さいたま市 6市⑴ 平成30、

令和元
1,470 2,423 751 ア

千 葉 市 8市区町⑴ 2、 3 1,266 2,445 680 ア
岐 阜 県 15市町等⑷ 平成30～

令和 4
5,821 16,787 4,650 ア

岐 阜 市 7市町等⑵ 2、 3 1,115 6,183 1,811 ア、ウ
岡 崎 市 2市⑴ 2 901 1,555 425 ウ
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県 等 名 実 施 主 体
（事 業 者 数）

年 度 過大に支払わ
れた介護給付
費の件数

過大に支払わ
れた介護給付
費

不当と認める
国の負担額

摘 要

件 千円 千円
東 三 河
広 域 連 合

2市等⑴ 元、 2 848 2,629 734 ア

大 阪 市 8市町⑴ 2～ 4 2,083 16,447 3,734 イ
神 戸 市 1市⑵ 平成29～

令和 3
2,218 11,289 3,006 イ、ウ

橋 本 市 1市⑴ 平成28～
令和 2

491 7,308 2,080 ウ

岡 山 県 6市町⑴ 平成29～
令和 3

1,674 27,765 6,402 イ

岡 山 市 5市町⑴ 2、 3 912 1,534 422 ウ
高 知 県 6市町⑴ 元～ 3 1,158 6,378 1,759 ア
高 知 市 1市⑴ 2、 3 1,452 1,962 543 ア
久 留 米 市 1市⑴ 元～ 3 1,987 3,037 840 ウ
熊 本 県 7市町⑴ 平成30～

令和 2
1,531 5,243 1,476 ア

熊 本 市 7市町⑴ 2、 3 586 6,101 1,400 イ
大 分 市 2市⑴ 元、 2 712 2,116 591 ア
計 101市区町村等

27
平成28～
令和 4

30,887 142,999 36,923

注⑴ 計欄の実施主体数は、県等の間で実施主体が重複することがあるため、各県等の実施主体数を合
計したものとは一致しない。

注⑵ 摘要欄のア、イ及びウは、 2⑵検査の結果の介護サービスの種類の別に対応している。

（186） 自立支援給付の訓練等給付費に係る国の負担が不当と認められるもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）厚生労働本省 （項）障害保健福祉費
部 局 等 2道県、 1市
国の負担の根拠 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成

17年法律第 123号）

実 施 主 体 市 6、町 4、計 10実施主体
事 業 者 3事業者
過大に支払われ
た訓練等給付費
に係る障害福祉
サービスの種類

就労移行支援、就労継続支援 B型

過大に支払われ
た訓練等給付費
の件数

1,050件（平成 30年度～令和 2年度）

過大に支払われ
た訓練等給付費
の額

30,319,004円（平成 30年度～令和 2年度）

不当と認める国
の負担額

15,159,501円（平成 30年度～令和 2年度）

1 自立支援給付の概要
⑴ 自立支援給付
自立支援給付は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」（平

成 17年法律第 123号。以下「法」という。）に基づき、障害者及び障害児が自立した日常生活
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